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3.主任監督員 

本仕様で規定されている主任監督員とは、1-1-1-6第監督員4項に示す主任監督員の業務を行う

者をいう。 

4.専任監督員 

本仕様で規定されている専任監督員とは、1-1-1-6監督員第4項に示す専任監督員の業務を行う

者をいう。 

5.契約図書 

契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 

6.設計図書 

設計図書とは、仕様書、契約図面、図面、工事数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する

質問回答書をいう。 

7.仕様書 

仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称してい

う。 

8.共通仕様書 

共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事

を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容

を盛り込み作成したものをいう。 

9.特記仕様書 

特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要

求を定める図書をいう。 

10.契約図面 

契約図面とは、契約時に設計図書の一部として、契約書に添付されている図面をいう。 

11.現場説明書 

現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明す

るための書類をいう。 

12.質問回答書 

質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して発注者

が回答する書面をいう。 

13.図面 

図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工

事完成図等をいう。 

なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し監督員が書面によ

り承諾した図面をふくむものとする。 

14.工事数量総括表 

工事数量総括表とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。 

15.指示 

指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項につい

て書面により示し、実施させることをいう。 

16.承諾 

承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または受注者が書面によ
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結果
区分

①

②

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果

工区等 確認結果

手続確認済（区域指定地域に該当し、所管の都道府県等へ汚染土壌の区域外搬出に関する確認済）

手続確認済（搬出可能）

再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票                                                 （参考様式）

工事名

元請建設工事事業者等

作成・更新年月日 工事責任者

注）結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱となる

建設発生土の搬出先確認結果

搬出先名称 確認結果 詳細
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（参考様式）

搬出先の
名称及び所在地

受注者の商号、
名称又は氏名

搬出元の工事名
及び工事場所

利用種別

第　１　種建設発生土 　　　m3（地山量）

第　２　種建設発生土 　　m3（地山量）

　　　その他
（　　　　　　　　）

　　m3（地山量）

搬入完了日

※土質区分は三重県建設副産物処理基準による

上記のとおり、受領しました。

令和　　年　月　日

（搬出元）

（搬出先の管理者の商号、
名称又は氏名）

令和　　年　　月　　日

受領書

土質区分（※）
及び搬入土量
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